
　　

小学校 年生始期 中学校就学始期

育児休業給付金

所定外労働の免除 ：申請で時間外免除、 時間外労働の制限 ：申請で、時間外月 時間・年 時間までに制限

育児短縮勤務 ４・５・６・７時間から選択

仕事と育児の両立支援制度

半日年休 年間最大１２回まで取得可能

妊娠中 産前 週 出産 産後 週 歳

育児休職（無給） １歳までに２回分割取得可

子の看護休暇（無給） 時間単位で取得可能（子が病気や怪我をした場合、予防接種や健康診断を受けさせる場合に取得できる）

深夜業の制限

配偶者分娩休暇（有給）

出産日を基準としてその前後５日
子の出産日又は出産予定日のいずれか
遅い方から８週間以内に分割して取得す
ることができる

歳妊娠前

依願休職

不妊治療事由

マタニティ休暇

積立保存休暇 不妊治療、妊娠による諸症状（女性のみ） 、 子の看護、３歳未満の子の育児（育児休職としての取得も可能）

経済的

サポート

女性が
利用でき
る
制度

男性が
利用でき
る
制度

男女とも
に
利用でき
る
制度

出生時育児休職（無給）

出生後８週間以内に４週間まで取得
可。 ２回分割取得することができる

社会保険料の免除 分娩休暇中・出生時育児休職中・育児休職中

出産手当金・出産手当付加金

出生時育児休業給付金

歳

保育所に入所できず、１歳以降も育児休職した場合、最長 歳まで給付

育児時間

１日２回各々３０分申請可能。
（４時間の短縮勤務の場合は、１日１回

分）

産前産後休暇（無給）

産後８週を含む産前産後で最長１４週間 申請可能
（多胎妊娠の場合は、最長２２週間申請可能）
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